
亀 山 市 告 示 第 ６ ３ 号  

亀 山 市 特 別 の 理 由 に よ る 任 意 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部

を 改 正 す る 告 示 を 次 の と お り 定 め る 。  

令 和 元 年 ９ 月 ２ ４ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 特 別 の 理 由 に よ る 任 意 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 要 綱 の

一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

亀 山 市 特 別 の 理 由 に よ る 任 意 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 要 綱 （ 平 成

３ ０ 年 亀 山 市 告 示 第 １ ３ ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 Ｂ 型 肝 炎 の 部 乳 児 の 項 中 「 ８ ， ３ ０ ０ 円 」 を 「 ８ ， ４ ５ ４ 円 」  

に改め、同部長期疾患：幼児の項中「６，８９６円」を「７，０２４

円 」 に 改 め 、 同 部 長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒 の 項 中 「 ６ ， ０ ８ ６ 円 」 を

「 ６ ， １ ９ ９ 円 」 に 改 め 、 同 表 Ｈ ｉ ｂ 感 染 症 の 部 乳 幼 児 の 項 中 「  

１ ０ ， ５ ４ ０ 円 」 を 「 １ ０ ， ７ ３ ６ 円 」 に 改 め 、 同 部 長 期 疾 患 ： 児

童 （ １ ０ 歳 未 満 ） の 項 中 「 ８ ， ３ ２ ６ 円 」 を 「 ８ ， ４ ８ １ 円 」 に 改

め 、 同 表 小 児 用 肺 炎 球 菌 の 部 乳 幼 児 の 項 中 「 １ ３ ， ８ ４ ５ 円 」 を 「  

１ ４ ， １ ０ ２ 円 」 に 改 め 、 同 部 長 期 疾 患 ： 児 童 （ ６ 歳 未 満 ） の 項 中

「 １ １ ， ６ ３ １ 円 」 を 「 １ １ ， ８ ４ ７ 円 」 に 改 め 、 同 表 水 痘 の 部 乳

幼 児 の 項 中 「 １ ０ ， ９ ２ ９ 円 」 を 「 １ １ ， １ ３ ２ 円 」 に 改 め 、 同 部

長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒 の 項 中 「 ８ ， ７ １ ５ 円 」 を 「 ８ ， ８ ７ ７ 円 」

に改め、同表ＢＣＧの部乳児の項中「９，５７９円」を「９，７５７

円 」 に 改 め 、 同 部 長 期 疾 患 ： 幼 児 （ ４ 歳 未 満 ） の 項 中 「 ８ ， １ ７ ５

円 」 を 「 ８ ， ３ ２ ７ 円 」 に 改 め 、 同 表 Ｄ Ｐ Ｔ － Ｉ Ｐ Ｖ ４ 種 混 合 の 部

乳 幼 児 の 項 中 「 １ ３ ， ０ ８ ９ 円 」 を 「 １ ３ ， ３ ３ ２ 円 」 に 改 め 、

同 部 児 童 の 項 及 び 長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒 （ １ ５ 歳 未 満 ） の 項 中 「  

１ ０ ， ８ ７ ５ 円 」 を 「 １ １ ， ０ ７ ７ 円 」 に 改 め 、 同 表 不 活 化 ポ リ オ

の 部 乳 幼 児 の 項 中 「 １ １ ， ９ ５ ５ 円 」 を 「 １ ２ ， １ ７ ７ 円 」 に 改 め 、

同 部 児 童 の 項 及 び 長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒 の 項 中 「 ９ ， ７ ４ １ 円 」 を



「 ９ ， ９ ２ ２ 円 」 に 改 め 、 同 部 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

Ｄ Ｐ Ｔ ３ 種 混 合  乳 幼 児  ７ ， ８ ４ ３ 円

児 童  ５ ， ５ ８ ８ 円

長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒  ５ ， ５ ８ ８ 円

別表ＤＴ２種混合の部乳幼児の項中「７，７８２円」を「７，９２６

円 」 に 改 め 、 同 部 児 童 の 項 及 び 長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒 の 項 中 「  

５ ， ５ ６ ８ 円 」 を 「 ５ ， ６ ７ １ 円 」 に 改 め 、 同 表 Ｍ Ｒ の 部 １ 期 （ 乳

幼 児 ） の 項 中 「 １ ３ ， ５ ３ ６ 円 」 を 「 １ ３ ， ７ ８ ７ 円 」 に 改 め 、 同

部 ２ 期 （ 幼 児 ） の 項 中 「 １ ２ ， １ ３ ２ 円 」 を 「 １ ２ ， ３ ５ ７ 円 」 に

改 め 、 同 部 長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒 の 項 中 「 １ １ ， ３ ２ ２ 円 」 を 「  

１ １ ， ５ ３ ２ 円 」 に 改 め 、 同 表 麻 し ん 単 抗 原 の 部 １ 期 （ 乳 幼 児 ） の  

項 中 「 ９ ， ０ ９ ３ 円 」 を 「 ９ ， ２ ６ ２ 円 」 に 改 め 、 同 部 ２ 期 （ 幼 児 ）  

の 項 中 「 ７ ， ６ ８ ９ 円 」 を 「 ７ ， ８ ３ ２ 円 」 に 改 め 、 同 部 長 期 疾 患  

： 児 童 ・ 生 徒 の 項 中 「 ６ ， ８ ７ ９ 円 」 を 「 ７ ， ０ ０ ７ 円 」 に 改 め 、

同 表 風 し ん 単 抗 原 の 部 １ 期 （ 乳 幼 児 ） の 項 中 「 ９ ， １ ０ ４ 円 」 を  

「 ９ ， ２ ７ ３ 円 」 に 改 め 、 同 部 ２ 期 （ 幼 児 ） の 項 中 「 ７ ， ７ ０ ０ 円 」  

を 「 ７ ， ８ ４ ３ 円 」 に 改 め 、 同 部 長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒 の 項 中 「  

６ ， ８ ９ ０ 円 」 を 「 ７ ， ０ １ ８ 円 」 に 改 め 、 同 表 日 本 脳 炎 の 部 幼 児

の 項 中 「 ８ ， １ ７ ５ 円 」 を 「 ８ ， ３ ２ ７ 円 」 に 改 め 、 同 部 児 童 ・ 経

過 措 置 の 項 及 び 長 期 疾 患 ： 児 童 ・ 生 徒 の 項 中 「 ７ ， ３ ６ ５ 円 」 を 「  

７ ， ５ ０ ２ 円 」 に 改 め 、 同 表 子 宮 頸 が ん 予 防 の 部 中 「 １ ６ ， ８ １ ５

円 」 を 「 １ ７ ， １ ２ ７ 円 」 に 改 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 告 示 の 施 行 前 に こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 亀 山 市 特 別 の 理 由

に よ る 任 意 予 防 接 種 費 用 助 成 金 交 付 要 綱 の 規 定 に よ り 予 防 接 種 県

外 接 種 を 受 け た 者 に 係 る 助 成 金 の 交 付 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例

に よ る 。  


